
連

携

精神科病院・
関連施設内 地域生活

精神障害者の地域生活
に必要な事業（例示）

精神科病院

福祉施設

福祉ホームＢ型
地域移行型ホーム

等

病院・施設から退院・
地域移行する個人への支援 住まいの場

・グループホーム・ケアホーム
等

日中活動の場
・自立訓練（生活訓練）
・就労移行支援・就労継続支援

・地域活動支援センター等

・相談支援事業
・居住サポート事業
・ピアサポート 等

・訪問看護

・精神科病院等における利用対象者に対する退
院への啓発活動

地域移行推進員
（自立支援員）

・退院に向けた個別の支援計画の作成

・院外活動に係る同行支援 等

※ 必要に応じピアサポートなどを活用

連携

退院促進・地域定着に必要な体制整備の総合調整
・病院・施設への働きかけ
・必要な事業・資源の点検・開発に関する助言、指導
・複数圏域にまたがる課題の解決に関する助言 等

地域体制整備コーディネーター

働きかけ 働きかけ

連携

（主
と
し
て
市
町
村
が
整
備
す
る
こ
と
を
想
定
）

その他活用可能な社会資源

地域自立支援協議会

精神障害者地域移行支援特別対策事業（17億円）

受入条件が整えば退院可能な精神障害者の退院支援や地域生活支援を行う地域移行推進員を配置するとともに、地域生活に必要な
体制整備を促進する地域体制整備コーディネーターを配置することにより、精神障害者の地域生活への移行を着実に推進する。

事業の概要

40



精神障害者地域移行支援特別対策事業の実績

実施自治体数 全圏域数 実施圏域数
実施圏域数
／全圏域数

事業対象者数（人） 退院者数（人）

平成１５年度
１６

（含指定都市１）
－ － － ２２６ ７２

平成１６年度
２８

（含指定都市３）
－ － － ４７８ １４９

平成１７年度
２９

（含指定都市５）
－ － － ６１２ ２５８

平成１８年度 ２６都道府県 ３８５ １４８ ３８．４％ ７８６ ２６１

平成１９年度 ４２都道府県 ３８９ ２３６ ６０．７％ １，５０８ ５４４

平成２０年度 ４５都道府県 ３８６ ２９５ ７６．４％ ２，０２１ ７４５

平成２１年度 ４７都道府県 ３８９ ３３７ ８６．６％ － －

※平成１５年度から平成１７年度まではモデル事業、平成１８年度～平成１９年度までは、精神障害者退院促進支援事業として実施。

※退院者数については、当該年度内に退院した者の数であり、年度を越えて退院した者の数は、含まれていない。

※平成２１年度は実施予定も含む。

平成２１年６月末現在
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検討（４）
居住系サービス等の確保についての考え方

 精神障害者に対する障害福祉サービス量は平成19年11月と比べると約4割増加し、全
サービス利用者延べ数に占める精神障害者の割合も平成19年11月の8.3％から平成21
年3月には10.2％に上昇している。

 特に、居住系サービスについてみると、法施行後の約2年半の間で、精神障害者の利用
者数が、約1.5倍に増加（旧体系サービスからの移行分を差し引いて約6000人分の純
増）している。

 居住系サービス利用者に占める精神障害者の割合は上昇傾向にあるが、仮にこれを
26％で一定とすると、障害福祉計画における居住系サービスの整備目標（合計：8.0万
人分 平成20年度末比：3.2万人分増）が達成された場合、精神障害者の居住系サービ
ス利用者数は、平成20年度末よりも約8000～8500人程度増加すると見込まれる。

 今後、新たな目標値に基づいて統合失調症患者の地域生活への移行を更に進めてい
くために、障害福祉計画に基づく障害福祉サービス見込量についても、その上乗せにつ
いて検討を行うとともに、計画的な整備を一層進めていくべきではないか。

 また、高齢精神障害者については、現にその多くがADLやIADLの支援を要する状況で
あることを踏まえて、適切な生活の場を確保することが必要ではないか。
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⑤目標設定のあり方について
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